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第１部 概要（第１章 第９期計画について） 
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○ 認知症施策の推進 

「認知症の人も安心して暮らせるまちへ」を目標に、①認知症予防・早期発見の推進、

②認知症医療体制の充実、③認知症地域支援ネットワークの強化、④認知症ケア人材の

育成、⑤若年性認知症施策の推進の５本柱により認知症施策を推進 

○ 高齢者の住環境の整備 

高齢者が安心して自分らしく暮らせる居住環境を実現するため、住宅改修への支援、

サービス付き高齢者向け住宅等の整備促進、高齢者世帯等の住み替え支援を実施 

○ 介護人材の確保及び資質の向上並びに介護現場の生産性の向上 

①多様な人材の参入促進、②定着促進・キャリア支援、③働きやすい職場づくりの３

項目を柱に介護人材の確保及び定着等を推進、介護現場の業務効率化・サービスの質向

上等の取組の促進 

○ 災害・感染症対策の推進 

ＢＣＰに基づく研修・訓練等の事業所等における災害・感染症対策の取組の推進 

 

２ 計画の位置づけ 

(1) 老人福祉法に基づく老人福祉

計画と介護保険法に基づく介

護保険事業支援計画を一体的

に策定した法定計画 

(2) 市町老人福祉計画(介護保険

事業計画)の実現を支援する

計画 

(3) 介護給付適正化計画を含んだ

計画 

(4) 共生社会の実現を推進するた

めの認知症基本法に基づく兵

庫県認知症施策推進計画を一

体的に策定した計画 

(5) ひょうごビジョン2050､少子高齢社会福祉ビジョン、ひょうごユニバーサル社会づく

り総合指針のもと、保健医療計画、感染症予防計画、地域福祉支援計画、ひょうご障

害者福祉計画、さらには健康づくり推進実施計画、医療費適正化計画、住生活基本

計画、高齢者居住安定確保計画、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画、地

域防災計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画等との整合性

を確保した計画 

(6) ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の理念に基づいた計画 
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Ⅳ 認知症施策の推進   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 認知症予防・早期発見の推進 

 
【現状と課題】 

○ 予防は「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認

知症になっても進行を緩やかにする」という考え方を基本として、広く県民に認知症

に関する正しい知識や理解の普及啓発を図ることが必要です。 

○ 認知症予防には、認知症の発症遅延や発症リスク低減(一次予防)、早期発見・早期

対応(二次予防)とともに、重症化予防、機能維持、行動・心理症状(以下「ＢＰＳＤ」

という)の予防・対応(三次予防)があり、それぞれの観点から「予防」を考える必要が

あります。 

○ 一次予防(発症遅延や発症リスク低減)について 

・中年期から自分事として正しい知識に基づいた健康行動をとるとともに、認知症へ

の備えの意識を高めることができるよう、現時点の研究成果から認知症の危険因子

と示唆されている生活習慣病、社会的孤立等の解消、また認知症観の転換を図るこ

との重要性について、正しい知識の普及啓発が課題です。 

・住民が主体的に運営する体操教室、高齢者対象のサロン、認知症カフェ等の拡充に

加え、市町が民間企業や大学等と連携し、健康づくりや社会活動の場の工夫をする

認知症施策の推進については、国の「共生社会の実現を推進するための認知症基

本法」、「認知症施策推進大綱」を踏まえ「認知症予防・早期発見の推進」「認知症医

療体制の充実」「認知症地域支援ネットワークの強化」「認知症ケア人材の育成」「若

年性認知症施策の推進」の５本柱により、認知症の人やその家族の視点に立った総

合的な取組を推進します。             

※認知症高齢者数の推計については、Ｐ12参照 
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等、地域の実情に応じた認知症予防に資する可能性のある取組を更に推進すること

で、正しい理解の普及啓発と「通いの場」や社会参加の機会の増加により、高齢者

への健康づくり支援の充実とともに、中年期からの健康意識の向上や行動の変容を

促す必要があります。 

・認知症の人とその家族の悩み・心配事や介護方法等について、介護経験者や看護師

等による全県の相談窓口として「認知症・高齢者相談」を実施しています。また、

若年性認知症を含む認知症の相談窓口として「認知症相談センター」が全市町で設

置されています。県民からの認知症に関する様々な相談に適時適切な対応ができる

よう、相談窓口についてより一層の普及啓発を行うとともに、認知症ケアネット

（国の呼称：認知症ケアパス）の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 二次予防(早期発見・早期対応)について 

・認知症予防健診を実施している市町は14市町(2023(令和５)年４月現在)あり、本人

やその家族等の身近な人が、認知機能の低下に早期に気づき、適切な健康行動がと

れるよう、「通いの場」等で認知症チェックシートを活用する等、各市町の実情に

応じた工夫がされています。今後は関心が低い層への働きかけや普及啓発を推進す

ることが求められます。 

・認知機能の低下が疑われる場合等の身近な相談窓口として、全市町に設置されてい

る認知症相談センターや身近なかかりつけ医がいない場合にも気軽に相談できる

「認知症相談医療機関」のリストを公表する等、広く情報提供を行っています。今

後は更に各市町において、地域の実情に応じた医療・介護等の連携や気がかりに思

って受診・相談をした当事者を切れ目なく支援できるネットワークの充実が必要で
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す。また、市町間での取組状況の情報交換等のネットワークにより、地域格差が解

消される等、県内全体の支援体制の更なる充実を図ることが必要です。 

・早期受診が促進された結果、今後さらに増加が見込まれる軽度認知障害(以下「Ｍ

ＣＩ」という)と診断された人への支援体制の構築を一層推進する必要がありま

す。(第２節認知症医療体制の充実を参照） 

・認知機能の低下により日常生活に支障を来しているが医療・介護サービスを受けら

れていない人に、速やかな訪問等により初期対応を実施する認知症初期集中支援チ

ームが、全市町で設置されています。今後は、地域の実情に応じたより有効な活動

となるよう、各市町の活動状況の評価・課題に即した体制の強化が必要です。 

○ 三次予防(重症化予防、機能維持、ＢＰＳＤの予防・対応)について 

・認知症介護研修、医療従事者の認知症対応力向上研修、認知症機能訓練システム

(兵庫県４ＤＡＳ)研修の継続により、医療・介護・福祉等の多職種連携から成る体

制の資質向上と認知症サポーターや身近なボランティア等による本人の社会参加を

促進する仕組み(チームオレンジ)等を融合させた地域支援ネットワークの更なる充

実が必要です 

【施策の方向】 

○ 一次予防(発症遅延や発症リスク低減)について 

・認知症に対する正しい知識と理解が広まり、認知症観の転換を促進できるよう、引

き続き、普及啓発を行います。 

・市町における高齢者への健康づくり支援の充実を促進するほか、中年期からの認知

症予防のため、産業保健・労働分野等の関係機関とも連携した取組を推進します。 

・身近な相談機関の機能強化、専門職の対応力向上とネットワークづくり、「通いの

場」、認知症ケアネットの充実を推進します。 

・認知症予防に資する可能性のある取組を更に促進するよう、認知症予防事業を、先

進的な研究成果に基づくプログラムの活用や、客観的データを用いた効果検証によ

り実施する市町の取組を推進します。 

○ 二次予防(早期発見・早期対応)について 

・認知症チェックシート等を活用した認知症健診等の早期発見・早期対応の取組が全

市町で強化されるよう支援するとともに、県民・行政専門職を対象にしたＭＣＩの

知識を普及啓発するほか、ＭＣＩと診断された人やその家族への支援体制の構築を

推進します。 

○ 三次予防(重症化予防、機能維持、ＢＰＳＤの予防・対応)について 

・認知症の人の容態に応じた適切な医療・介護・福祉等のフォーマルサービスと、地

域における認知症サポーター等によるチームオレンジやインフォーマルサービスか

ら成るネットワークの充実等、認知症の人やその家族が切れ目なく適切なケアを受

けられるよう、認知症初期集中支援チームの活動強化や更なる支援ネットワークの

強化を図ります。 

【主な取組】 

○ 一次予防(発症遅延や発症リスク低減)について 

・認知症の正しい知識と理解、かかりつけ医を持つことの意義、早期発見・早期受診

の必要性、認知症観の転換等について普及啓発し、認知機能の低下が疑われる時に

はかかりつけ医をはじめとする認知症相談医療機関を受診するよう周知します。 

- 5 -



第２部 推進方策（第１章 地域包括ケアシステムの深化・推進） 
 Ⅳ 認知症施策の推進                   

                       第１節 認知症予防・早期発見の推進             

- 72 - 

 

・中年期からの健康づくりや認知症への関心を高め、正しい理解を促進するため、企

業等に働きかけ、働き盛り世代の従業員に対して普及啓発、早期発見・早期対応の

取組を進めます。 

・地域での受け皿となる認知症カフェ等の「通いの場」や認知症ケアネットの充実を

図るとともに、認知症予防事業を、先進的な研究成果に基づくプログラムの活用

や、客観的データを用いた効果検証により実施する市町の取組を支援します。 

・市町における予防、早期発見・早期対応の取組の充実にむけた研修会や情報交換の

会議等を開催し、認知症相談センターの資質向上・機能強化を図ります。 

・認知症に関する様々な研究成果等の新たな知見を認知症施策に活かすことができる

よう、情報収集に努めます。 

・「認知症・高齢者相談」を継続実施し、相談窓口の充実を図ります。 

○ 二次予防(早期発見・早期対応)について 

・市町の取組状況や好事例を情報提供するほか、企業への意識啓発を行う等、市町や

職域における早期発見・早期対応の取組の強化を支援します。 

・ＭＣＩと診断された人とその家族が孤立することなく、診断直後から継続的に支援

が受けられるよう、認知症疾患医療センターや市町等が連携する体制整備を推進し

ます。(第２節認知症医療体制の充実を参照） 

・初期集中支援チームは全市町で構築済みですが、各市町において同事業が効果的に

運営できるよう支援し、資質向上を図ります。 

○ 三次予防(重症化予防、機能維持、ＢＰＳＤの予防・対応)について 

・認知症介護研修、医療従事者の認知症対応力向上研修、認知症機能訓練システム

(兵庫県４ＤＡＳ)研修の継続等により、専門職をはじめ、認知症介護に関わる人の

資質向上を促し、本人の社会参加を促進する地域支援ネットワークの強化やケア体

制の充実を図ります。 

 

第２節 認知症医療体制の充実 
 
【現状と課題】 

○ 認知症は、原因疾患や進行段階により、症状等が異なるため、診断後、その段階に

応じた適切な医療の提供が必要です。 

○ 地域共生社会の実現に向け、認知症に対して、進行予防から地域生活の維持まで必

要となる医療を提供できる機能体制の構築を目指す中で、中核的な役割を担う認知症

疾患医療センターを、二次医療圏域ごとに１か所以上の計18センターを設置(神戸圏

域は神戸市が７センター設置)しています。 

○ 県医師会の協力の元、「認知症対応医療機関」及び「認知症相談医療機関」の登録制

度を運用しており、県民が安心して身近な医療機関で認知症の相談や受診ができ、必

要に応じて専門医療機関への紹介を受けることができる体制を構築しています。 

○ 地域において、認知症の人への早期対応や状態に応じた適切な医療提供に繋げるこ

とができるよう、認知症の診療に習熟し、専門医療機関や地域包括支援センター等と

の連携の推進役となる認知症サポート医の養成や、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、

看護職、病院勤務の医療従事者、病院勤務以外の多職種医療従事者等、各職能や勤務

する機関の特性に応じた認知症対応力向上研修を実施しています。 

今後は、研修を受講した各専門職が、地域包括ケアシステムの中で活躍できる体制

の整備を進めることが必要です。 
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○ 早期受診を促進する上で、ＭＣＩの方への診断後支援について、地域包括ケアシス

テムにおいて、医療機関と地域資源双方の支援ネットワークを構築するため、2021(令

和３)年度から３カ年にわたり「認知症疾患医療センターにおけるＭＣＩ支援体制構

築モデル事業」(以下、「ＭＣＩモデル事業」という。)を実施しています。 

今後は、新たなアルツハイマー病疾患修飾薬(以下、「新薬」という。)の実用化に伴

い、県民の早期受診が促進されることが予測されることや、新薬による治療開始後の

医療体制への影響を把握する必要があること等も踏まえながら、ＭＣＩモデル事業の

結果を元に、県内の、早期に診断されるＭＣＩの方やその家族等への支援体制整備を

推進することが必要です。 

○ 認知症の人が、容態に応じた適切な場所で必要な医療やケアを受け、本人の望む生

活ができる支援体制を構築するため、２次医療圏域ごとに認知症疾患医療センターを

中核として、かかりつけ医や認知症サポート医、地域包括支援センター等の関係機関

による医療・介護等の専門職間の連携は元より、それ以外の地域住民やあらゆる領域

の社会資源の活用も含めた地域支援ネットワークの充実に取り組んでおり、今後一層

強化することが必要です。 
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【施策の方向】 

○ 独居高齢者の増加等社会背景を見据え、二次医療圏域ごとに、認知症疾患医療セン

ター及び圏域内における認知症医療提供体制の機能を評価します。 

○ 県医師会、郡市医師会等の協力を得て、不足している機能を補う等、18ヶ所の認知

症疾患医療センターを中核として、地域包括ケアシステムの中で、認知症の人の状態

に応じた医療・ケアが提供できるよう多職種連携による支援ネットワークの強化を図

ります。 

○ 「認知症対応医療機関」、「認知症相談医療機関」の登録及びリスト化、県民や医療・

介護関係者への必要な情報提供を行います。 

○ 様々な職能関係団体と連携し、医療従事者の認知症対応力の向上を図るとともに、

研修を受講した専門職が地域で活躍できる体制整備を図ります。 

○ 新薬実用化の影響を把握するとともに、ＭＣＩと診断された人と家族等が、状態を

理解した上で、自分らしい暮らしが続けられるよう、診断直後の早期から医療・介護・

福祉等の多職種は元より、それ以外のあらゆる社会資源も含めた支援体制の構築を目

指します。 

【主な取組】 

○ 県内18カ所の認知症疾患医療センターを運営し、各圏域の中核としてかかりつけ医

等との医療ネットワークの強化を目指すなど、地域連携体制の拠点としての機能が充

実するよう、同センターの職員研修等、人材育成にも取り組みます。 

○ 「認知症対応医療機関」、「認知症相談医療機関」の登録制度を有効活用できるよう、

登録内容の適宜更新や、情報提供の仕方を工夫する等、県民や医療機関関係者等、情

報を必要とする人にわかりやすく提供できるよう取り組みます。 

○ 認知症サポート医や、研修を受講した各専門職が地域包括ケアシステムの中で活動

の場が増えるよう、関係団体の協力を得て、圏域ごとの認知症サポート医の連携体制

強化や、認知症サポート医を含む各専門職の研修受講後のステップアップ研修に取り

組みます。 
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○ 新薬実用化の影響等医療・ケア体制の状況を把握しながら、ＭＣＩモデル事業の結

果を踏まえ、県内における早期受診と鑑別診断を受けたＭＣＩの方等への支援ネット

ワークの推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 認知症地域支援ネットワークの強化 

【現状と課題】 

○ 認知症施策推進大綱及び2023(令和５)年６月14日に成立した「共生社会の実現を推

進するための認知症基本法」では、地域共生社会の実現・本人の声を起点とした地域

づくりの重要性について示されました。 

○ 認知症への社会の正しい理解を深め、認知症観の転換を図ることが重要です。

2021(令和３)年９月に、ひょうご認知症希望大使の制度を創設し、認知症の人本人が

自らの言葉で語る等、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができて

いることを積極的に発信しています。 

○ 世界アルツハイマーデー(毎年９月21日)及び月間(毎年９月)の機会を捉えて地域

に暮らす認知症の人本人やその家族とともに普及啓発を進めています。 

○ 認知症の人と家族の会兵庫県支部による活動や、各市町における認知症カフェ等認

知症の人や家族が集うミーティングの機会の拡充、チームオレンジ設置に向けた取組

等、認知症の人本人の社会参加を促進しており、今後更なる強化が必要です。 

○ 認知症の人やその家族、関係機関・団体、学識経験者等で構成する「健康づくり審

議会認知症対策部会」を令和３年度に設置し、認知症にかかる現状や課題に対する共

通認識を得るとともに、推進方策の検討を行っています。 

○ 県の認知症施策推進計画を策定するにあたり、より一層、認知症の人本人の意見を

施策に反映できるよう取組を工夫する必要があります。 

○ 市町認知症地域支援推進計画の策定や、各市町で実施している事業(認知症カフェ

や認知症ケアパス等)においても、認知症の人や家族の意見を反映して進めていくよ

う市町を支援することが必要です。 
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○ 各市町に配置されている認知症地域支援推進員(2023(令和５)年４月現在、全市町

に273名配置)は、認知症に関する住民からの相談業務や、保健・医療・福祉等の連携

体制の構築を進めるほか、共生社会の実現に向けて、認知症の人本人の声を起点とし

た地域づくりや社会参加を進めていく上でも重要な役割を担っており、各市町におい

て適性配置や活躍できる環境の整備が必要です。 

○ 認知症への正しい理解を促進するために、認知症サポーター養成講座が、全市町で

実施されています。県内の認知症サポーター（2023(令和５)年６月現在、累計約

567,000人）が、地域で活躍できる仕組みづくりや、子どもの頃からの正しい理解を促

進するため、教育委員会等との連携が課題です。 

○ 生活のあらゆる場面で、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続け、希望をもって社会参加できるよう、障壁を減らしていく「認知症バリア

フリー」の取組を官民が連携して推進することが必要です。 

○ 全市町で本人・家族の生活ニーズと認知症サポーターを中心とした身近な支援者を

繋ぐ仕組み(チームオレンジ)の設置を目指しており、2023(令和５)年３月現在、16市

町で設置済みです。 

○ 認知症サポーターを店舗窓口等に配置する「ひょうご認知症サポート店(事業所等)」

を募集し、取組企業が増えるよう推進しています。(2023(令和５)年９月現在546事業

所) 

○ 認知症の人やその疑いのある人の安全を守るため、住民等が日常的に見守り、行方

不明時に早期発見につなげる「認知症高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク」の体制

を全市町で構築しています。 

○ 今後は、認知症の人が道に迷った時に備えて、自分の希望を周囲に伝えられる「ヘ

ルプカード」を自分の意思で持つ等、本人の力も活かして安全に外出できるよう取り

組むことが必要です。 

○ 認知症高齢者が増加する中、その家族も同様に増加しています。家族のおかれてい

る社会的な背景も、個人の人生の多様化等により様々であり、どのような状況にあっ

ても、正しい知識や、必要な支援を受けられるよう取組の工夫をすることが必要です。 

○ 認知症の人と家族の会兵庫県支部の協力により、ＳＮＳでの情報発信やオンライン

によるミーティング等新たな取組に着手しているほか、市町においても家族交流会や

チームオレンジの活動を展開しており、今後も認知症の人の家族の意見を聴いて取組

に反映していくことが重要です。 
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【施策の方向】 

○ 認知症の人本人とともに、より広く県民に認知症への正しい理解を普及し、社会の

認知症観の転換を図りつつ、認知症の人を含めた県民一人ひとりがその個性と能力を

十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重して支え合える社会づくりを推進します。 

○ 認知症の人本人と家族の意見を、施策に反映する取組を推進します。 

○ 認知症になっても、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けられるよう、認知

症の人が自分の意思で社会参加できる地域づくりを推進します。 

【主な取組】 

○ 「認知症月間」のイベントや、各市町で実施する認知症サポーター養成講座等を中

心に、ひょうご認知症希望大使をはじめとする認知症の人本人が、自らの言葉で発信

する機会を拡充し、子どもから高齢者まで幅広く認知症への理解を深め、社会にある

認知症観の転換を促進します。 

○ 市町における認知症カフェ等、認知症の人や家族が集うミーティングやチームオレ

ンジのネットワーク構築に向けた取組が、認知症の人本人の声を起点とした内容とな

るよう好事例の紹介や研修等により、市町職員や認知症地域支援推進員の活動を支援

します。 

○ 認知症の人本人と家族の声を施策に反映する取組を強化するため、「健康づくり審

議会認知症対策部会」に先立ち、認知症の人本人による事前ミーティングを行うほか、

同部会や若年性認知症自立支援ネットワーク会議の開催を広く周知し、認知症の人と

家族が、施策への関心を高め、意見を発信できる機会を拡充します。 

○ 認知症の人や家族からの意見も踏まえ、今後は県の認知症施策推進計画を、介護保

険事業支援計画と一体的に策定及び改定します。 

○ 市町において、認知症の人や家族の意見を反映した認知症施策推進計画が策定され

るよう市町間の情報交換や研修等により、市町の取組を支援します。 

○ 認知症地域支援推進員と、市町の行政担当を対象に、同推進員が活躍して推進する

共生社会をめざした地域づくり等をテーマに、研修や情報交換の機会を提供し、各市
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町における同推進員の適正配置や資質向上、地域格差がないよう県内全体の体制が強

化されるよう支援します。 

○ 認知症サポーター養成講座の講師となるキャラバン・メイトの養成を続けるほか、

認知症サポーターが地域で活躍し、認知症の人の社会参加を促進する「チームオレン

ジ」が全市町で整備されるよう好事例の紹介や研修等により市町の取組を支援します。 

○ 各市町におけるＳＯＳネットワークについては、「ヘルプカード」の活用等認知症

の人本人が自分の意思で安全に外出できる手段の普及や、認知症サポート店との協力

体制等、官民連携も含めた取組が推進するよう好事例の紹介や研修等により市町を支

援します。 

○ 「働き盛り世代の認知症理解促進事業」では、各市町と連携し、民間企業等の管理

者向けに認知症への関心を高める取組を実施しており、官民連携のきっかけづくりと

して、市町への支援を行います。 

○ 認知症の人の家族が、必要な支援を受けられるよう引き続き情報発信の仕方にも工

夫する一方、ピアサポートによる心理的支援の場が広がるよう取組を続けます。 

 

第４節 認知症ケア人材の育成 

【現状と課題】 

○ 認知症の人に対する介護サービスの充実を図るため、認知症介護実践者及びそのリ

ーダーを養成する研修、認知症ケアを提供する事業所の開設者や管理者向けの研修、

小規模多機能型サービスの計画作成担当者(介護支援専門員)向けの研修を実施して

います。 

○ 認知症介護において、指導的立場の認知症介護指導者を育成し、自治体における認

知症施策に寄与できるよう、各市町等にその名簿を提供しています。 

○ 認知症介護指導者と行政が連携して、地域の実情に応じた人材育成や、より地域づ

くりにおけるリーダーシップを発揮できる体制づくりに取り組むことが必要です。 

○ 軽度から中度の認知症の人が通所介護事業所等で個人の状態に応じた生活支援や

ＢＰＳＤの予防に取り組むことができるよう、認知症機能訓練システム(兵庫県４Ｄ

ＡＳ)研修を実施しています。 

○ 本人の意思決定支援に関わる内容の研修を行う等、本人の意思を尊重したケアを提

供出来る医療・介護従事者の養成が必要です。 
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【施策の方向】 

○ 認知症の人の介護にあたっては、認知症のことをよく理解し、本人主体の介護を行

うことで、ＢＰＳＤを予防できるようなケアを提供することが求められていることか

ら、今後も継続して認知症の人に介護サービスを提供する事業所に対して、認知症介

護研修(基礎・実践者・リーダー・指導者)を体系的に実施します。  

○ 認知症介護指導者が、介護現場だけでなく、各市町等の身近な地域での活動や、地

域の認知症施策の中でリーダーシップを発揮できるよう、行政との連携を強化して資

質の維持・向上を図ります。 

○ 通所介護事業所等の職員の資質向上と支援ネットワークの強化を目指し、今後も引

き続き、認知症機能訓練システム(兵庫県４ＤＡＳ)が施設等で活用されるよう普及し

ます。 

○ 本人の意思決定支援について、多くの医療・介護支援関係者に考え方を普及し、ケ

アに活かせるよう取り組みます。 

【主な取組】 

○ 認知症介護研修(基礎・実践者・リーダー・指導者)を体系的に実施し、各種研修を

通じて認知症介護人材の資質向上を図ります。  

○ 認知症介護指導者を毎年計画的に養成し、指導者名簿を各市町に提供するほか、行

政職員向けの研修企画への参画の機会拡大を図る等、認知症介護指導者が身近な地域

でもリーダーシップを発揮できるよう支援します。 

○ 認知症機能訓練システム(兵庫県４ＤＡＳ)研修を多職種で共通のアセスメントツ

ールとして活用することで、個人の容態に応じた生活支援を可能とする施設が増える

よう取り組みます。 

○ 介護人材だけでなく、医療、行政等関係者等を対象とした各研修の機会に、本人の

意思決定支援に関わる内容を盛り込みます。 
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第５節 若年性認知症施策の推進 

【現状と課題】 

○ 65歳未満で発症する若年性認知症は、高齢期とは違った複合的な課題も多く、医療

や介護だけでなく、障害福祉サービスに加え、就労継続支援等を含む総合的な支援体

制が必要であることから、若年性認知症の人やその家族、若年性認知症支援の関係機

関等を構成員とする若年性認知症自立支援ネットワーク会議を開催し、県内の若年性

認知症施策を推進しています。 

○ ひょうご若年性認知症支援センターを設置し、若年性認知症に対する理解促進や普

及啓発、相談支援、支援者等の後方支援等を行っています。今後は若年性認知症の人

が、身近な地域で支援が受けられるよう、各地域における支援ネットワークの強化を

図ることが必要です。 

○ 2015(平成27)年度末には、全市町に認知症(若年性認知症含む)の相談窓口として

「認知症相談センター」が設置されています。引き続き、相談窓口について広く普及啓

発するとともに、相談機能の強化を図る必要があります。 

○ 若年性認知症については、本人や周囲の気づきが遅く、医療機関の受診が遅れる傾

向があるため、企業や一般県民向けにリーフレット等を作成し、早期発見・早期対応

を促す取組を行っています。今後は更に、職場における理解促進や相談体制の充実を

図ることが必要です。 

○ 県内の若年性認知症の当事者及び家族の会、若年性認知症の方を対象とする認知症

カフェ等を把握するとともに、若年性認知症の就労支援の状況を調査し、県ホームペ

ージ等を通じて周知しています。  

○ 若年性認知症の当事者グループ「若年性認知症とともに歩むひょうごの会」におい

て、当事者同士で支え合う取組を行っています。お互いの悩みを共有しながら、認知

症とともに歩む生活が送れるよう、各地域での当事者の会の開催を支援する必要があ

ります。 

 

◇ 兵庫県における若年性認知症者数の推計：1,454人      
※ 我が国の若年性認知症有病率18歳～64歳人口10万人当たり50.9人(2017(平成29)年度～2019(令和元)年度実施の

日本医療研究開発機構(AMED)認知症研究開発事業による若年性認知症の調査より)2020(令和２)年国勢調査の総

人口を用いて推計  
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【施策の方向】 

○ 引き続き、若年性認知症の人やその家族の課題とニーズの把握に努め、当事者の視

点に立った総合的な施策の展開を図ります。  

○ 若年性認知症に関する全県の相談窓口と市町の相談窓口の周知を図るとともに、ひ

ょうご若年性認知症支援センターの機能を活かし、認知症相談センター等の市町での

相談・支援体制の推進の後方支援や認知症相談センターの職員に対する研修を行う等、

支援者の資質向上に取り組みます。  

○ 若年性認知症支援センターは、若年性認知症の診断を受けた人とその家族が早期か

ら身近な地域で相談支援を受けることができるよう、認知症疾患医療センターや市町

等が連携する取組を後方支援し、県内における地域ごとの支援体制の強化を推進しま

す。 

○ 若年性認知症の正しい知識の啓発を図るとともに、身近な地域での若年性認知症の

人とその家族が集える場や就労の場の充実を図るため、市町による若年性認知症の人

とその家族が活用できる地域資源の把握と、就労支援や居場所づくりを推進します。 

○ 企業等の管理者、産業医、職場で働く人へ若年性認知症の早期の気づきを促すとと

もに、就労継続に関する取組を推進します。 

○ 「ひょうご若年性認知症とともに歩むひょうごの会」の活動を支援し、当事者が活

躍し、社会へ発信できるよう支援します。 

 

 

【主な取組】 

○ 若年性認知症自立支援ネットワーク会議を引き続き開催し、当事者の視点を取り入

れ、医療、介護、障害福祉、就労等の多分野の関係機関が連携しながら若年性認知症

施策を推進します。  

○ 市町の認知症相談センター等の相談窓口の機能強化を図るため、支援者向けの研修

会を開催します。 

○ 認知症疾患医療センターと市町の連携体制を核として、診断直後から若年性認知症

の人とその家族の個別性に応じた支援が充実するよう、医療、介護、障害福祉、就労

支援等の関係機関が連携した圏域毎の若年性認知症支援ネットワークの強化を図り

ます。  

○ 企業の従業員等の働き盛り世代への認知症の理解促進を図るため、研修等により自

身や身近な人の変化への早期の気づきと適切な対応を促します。 

○ 家族介護者連絡会・研修会の継続的な実施により、家族や当事者が集う身近な居場

所づくりを推進します。また、市町が把握した、就労支援の場や居場所、若年性認知

症の本人及び家族の会、若年性認知症カフェを「認知症ケアネット」に掲載するよう

働きかけます。 

○ 「若年性認知症とともに歩むひょうごの会」の活動を支援するとともに、市町にお

いても地域での若年性認知症の当事者グループの活動が拡充するよう働きかけます。
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